
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
六
月
八
日
提
出

質
問
第
三
二
二
号

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
を
巡
る
国
家
承
認
、
政
府
承
認
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
を
巡
る
国
家
承
認
、
政
府
承
認
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
六
月
六
日
付
で
答

弁
書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
「
前
回
答
弁
書
」
を
踏
ま
え
追
加
質
問
す
る
。

一

国
際
法
上
の
主
体
に
つ
い
て
定
義
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
北
朝
鮮
を
国
際
法
上
の
主
体
と
認
識
し
て
い
る
か
。

三

政
府
は
法
的
に
大
韓
民
国
の
主
権
が
北
朝
鮮
の
領
域
に
及
ん
で
い
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
、
「
我
が
国
は
、
北
朝
鮮
を
国
家
承
認
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
我
が
国
は
そ
も
そ

も
北
朝
鮮
を
国
家
承
認
し
て
い
な
い
の
で
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
で
政
府
承
認
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
我
が
国
と

北
朝
鮮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
朝
平
壌
宣
言
以
降
も
現
在
に
至
る
ま
で
、
変
更
は
生
じ
て
い
な
い
」
と
答
弁
し
た
が
、

そ
れ
な
ら
ば
日
本
か
ら
見
て
北
朝
鮮
は
国
際
法
上
の
主
体
と
し
て
の
国
家
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
二
〇
〇
二
年
九
月
十
七
日

の
日
朝
平
壌
宣
言
は
国
家
間
の
合
意
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

五

国
家
承
認
の
要
件
如
何
。

六

日
本
が
北
朝
鮮
を
国
家
承
認
し
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



右
質
問
す
る
。

二


